
 

 

南部汚水22号幹線〔第２工区〕整備事業の実施方針等に対する意見及び質問の受付について 

 

1.実施方針の公表方法 

ホームページに掲載 

2. 意見及び質問の受付期間 

令和７年７月16日（水）から令和７年 ８ 月 ４ 日（月）  

3. 意見及び質問の受付方法 

電子メールによる提出  

4. 意見及び質問の受付結果 

（１）実施方針、要求水準書（案）に対する意見 

３企業10件 

 意見の分類 件数 

1  実施方針に関する質問 9件 

事業規模について 1件 

事業者の募集及び選定について 7件 

リスク分担について 1件 

2  要求水準書（案）に関する質問 1件 

要求水準について 1件 

 合 計 10件 

 

  



 

 

（２）実施方針、要求水準書（案）に対する質問 

４企業47件 
 

 質問の分類 件数 

1  実施方針に関する質問 28件 

対象施設・事業場所について 9件 

事業スケジュールについて 1件 

業務範囲について 2件 

提供資料について 1件 

応募者の参加資格要件 1件 

設計技術者の配置要件 2件 

事業者の募集及び選定について 7件 

監理技術者等の資格要件について 1件 

完成物の検査について 1件 

リスク分担について 3件 

2  要求水準書（案）に関する質問 19件 

事業概要について 1件 

下水道施設の設計条件について 5件 

要求水準について 9件 

業務仕様について 4件 

 合 計 47件 

 


